
（参考）スタートアップ・エコシステム支援パッケージ
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（参考）知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン
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（参考）価値協創ガイダンス
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価値協創ガイダンスの全体像



（参考）科学技術・イノベーション基本法（第３条第６項）

科学技術・イノベーション基本法（令和2年6月24日公布、令和3年4月1日施行）

● 科学技術基本法が改正され、科学技術・イノベーション基本法が制定された。

科学技術・イノベーション創出の振興に当たっては、あらゆる分野の科学技術に関する知見を総合的に活用して、
次に掲げる課題その他の社会の諸課題への的確な対応が図られるよう留意されなければならない。

一 少⼦⾼齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応その他の我が国が直面する課題
二 ⾷料問題、エネルギーの利用の制約、地球温暖化問題その他の人類共通の課題
三 科学技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における新たな課題

第三条 第六項（抜粋）
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（参考）第6期科学技術イノベション基本計画における 「総合知」 の記述（１）

第6期科学技術・イノベーション基本計画（令和3年3月26日閣議決定）

● 第6期科学技術・イノベーション基本計画において、総合知の基本的な考え方や、戦略的に推進する方策を取り
まとめることとした。

● 我が国は、これまでも少⼦⾼齢化や過疎化の進展といった課題を抱えてきたが、更に近年、深刻化する自然災
害、科学技術の国際競争力低下など新たな社会的課題に直面している。また、若者世代の自⼰肯定感の低さ
など次代を担う人材に関する課題も浮き彫りになっている。それらを解決するためには、自然科学のみならず人
文・社会科学も含めた多様な「知」の創造と、「総合知」による現存の社会全体の再設計、さらには、これらを担う
人材育成が避けては通れない。

● こうした基本認識の下、この第6 期基本計画では、我が国が目指すべきSociety 5.0 の未来社会像を、「持続
可能性と強靱性を備え、国⺠の安全と安⼼を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実
現できる社会」と表現し、その実現に向けた『「総合知による社会変革」と「知・人への投資」の好循環』という科学
技術・イノベーション政策の方向性を示した。

はじめに
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２．「科学技術・イノベーション政策」としての第6 期基本計画
（２）25 年ぶりの科学技術基本法の本格的な改正
● 2020 年の第201 回国会において、25 年ぶりとなる科学技術基本法の本格的な改正が行われた。(中略)これまで科学技術の

規定から除外されていた「人文・社会科学（法では「人文科学」と記載）のみ」に係るものを、同法の対象である「科学技術」の範
囲に位置づけるとともに、「イノベーションの創出」 を柱の一つに据えた。（中略）今後は、人文・社会科学の厚みのある「知」の蓄
積を図るとともに、自然然科学の「知」との融合による、人間や社会の総合的理解と課題解決に資する「総合知」の創出・活用がま
すます重要となる。科学技術・イノベーション政策自体も、人文・社会科学の真価である価値発見的な視座を取り込むことによっ
て、社会へのソリューションを提供するものへと進化することが必要である。

● この改正の二つの柱は、我が国がSociety 5.0 の実現を目指すにあたり、未来像を「総合知」によって描き、バックキャストにより政
策を立案し、イノベーションの創出により社会変革を進めていく上で不可欠なものであり、第６期基本計画は、この「総合知」の観
点から、より進化した科学技術・イノベーション政策を企図している。

３．Society 5.0 という未来社会の実現
（２）Society 5.0 の実現に必要なもの
② 新たな社会を設計し、価値創造の源泉となる「知」の創造
• 新たな社会を設計し、その社会で新たな価値創造を進めていくためには、多様な「知」が必要である。特にSociety 5.0 への移行に

おいて、新たな技術を社会で活用するにあたり生じるＥＬＳＩに対応するためには、俯瞰的な視野で物事を捉える必要があり、自
然科学のみならず、人文・社会科学も含めた「総合知」を活用できる仕組みの構築が求められている。

• また、「知」は、非連続な変化に対応し、社会課題を解決するイノベーションの創出の源泉である。研究者の内在的な動機に基づ
き、新しい現象の発見や解明、新概念や価値観の提示を行うことで、フロンティアを切り拓いていく必要がある。基礎研究・学術研究
をはじめとした多様な研究の蓄積があり、その積み重ねの結果として、時に独創的な成果が創出され、世界を変えるような新技術や
新しい知見が生まれる。

（参考）第6期科学技術イノベション基本計画における 「総合知」 の記述（２）

第１章 基本的な考え方（抜粋）
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（参考）第6期科学技術イノベション基本計画における 「総合知」 の記述（３）

１．国民の安全と安心を確保する持続可能で強靱な社会への変革
● 様々な社会課題に対応するため、「総合知」を活用し、ミッションオリエンテッド型研究開発や社会実装を戦略的に推進し、イノベー

ションを創出する。加えて、社会変革を支えるための科学技術外交を展開し、戦略的に国際ネットワークを構築していく。

（２）地球規模課題の克服に向けた社会変革と⾮連続なイノベーションの推進
④ 国民の行動変容の喚起
● 人文・社会科学と自然科学の融合による「総合知」を活用して、カーボンニュートラルの実現に向けた国⺠一人ひとりの取組の重要

性に係る国⺠理解の醸成や脱炭素型への行動変容の促進を図る。

（６）様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用
● 人文・社会科学と自然科学の融合による「総合知」を活用しつつ、我が国と価値観を共有する国・地域・国際機関等（EU、G7、

OECD等）と連携して、気候変動などの地球規模で進行する社会課題や、少⼦⾼齢化や経済・社会の変化に対応する社会保
障制度等の国内における課題の解決に向けて、研究開発と成果の社会実装に取り組む。これにより、経済・社会の構造転換が成
し遂げられ、未来の産業創造や経済成長と社会課題の解決が両立する社会を目指す。

【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標）
● 社会課題の解決の推進：次期SIPの全ての課題で人文・社会科学系の知見を有する研究者や研究機関の参画を促進する仕

組みと「総合知」を有効に活用するための実施体制を組み込み、成果の社会実装を進める。

第2章 Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策（抜粋）
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（参考）第6期科学技術イノベション基本計画における 「総合知」 の記述（４）

第2章 Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策（抜粋）（続）
① 総合知を活用した未来社会像とエビデンスに基づく国家戦略の策定・推進
● 人文・社会科学の知と自然科学の知の融合による人間や社会の総合的理解と課題解決に貢献する「総合知」に関して、基本的

な考え方や、戦略的に推進する方策について2021 年度中に取りまとめる。あわせて、人文・社会科学や総合知に関連する指標
について2022 年度までに検討を行い、2023 年度以降モニタリングを実施する。【科技、文】

③ 社会課題解決のための先進的な科学技術の社会実装
● 日本の経済・産業競争力にとって重要で、かつ複数の府省に関係する課題については、引き続き、産学官による大規模な連携体

制を構築し、「総合知」を活用しながら社会実装の実現に向けて制度改革を包含した総合的な研究開発を推進する。このため、
次期ＳＩＰをはじめとする国家プロジェクトの在り方、ＳＩＰ型マネジメントの他省庁プロジェクトへの展開方法について、2021 年
中に検討を行い、今後のプロジェクトに反映させる。すでに、ＳＩＰ第2 期の自動運転などの一部の課題では、人文・社会科学分
野の研究に取り組んでおり、2021 年度以降、こうした取組を発展させる。また、次期ＳＩＰにおいては、社会課題解決の実行可
能性を向上していくために、人文・社会科学系の知見を有する研究者や研究機関の参画を促進する仕組みと「総合知」を有効に
活用するための実施体制を全ての課題に組み込むことを要件とし、その活動について評価を行う。

● 次期ＳＩＰの課題候補については、CSTIの司令塔機能を強化するため2021 年末に向けて検討を行う。具体的には、第６期
基本計画や統合戦略、統合イノベーション戦略推進会議が策定する各種分野別戦略等に基づき、ＣＳＴＩが中期的に取り組
むべき社会課題の見極めを行い、その社会課題の中で府省横断的に取り組むべき技術開発テーマについて「総合知」を活用しな
がら、調査・検討を行う。
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（参考）第6期科学技術イノベション基本計画における 「総合知」 の記述（５）

２．知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力の強化
（１）多様で卓越した研究を生み出す環境の再構築
● 未知の困難に立ち向かう武器として厚みのある「知」を生み出す研究者の役割に対し、かつてないほどに期待が⾼まっている。真理

の探究、基本原理の解明、新たな発見を目指す「基礎研究」と、個々の研究者の内在的動機に基づき行われる「学術研究」の卓
越性・多様性こそが、価値創造の源泉であり、国家の基盤的機能の一つとして、これらを維持・強化するための研究環境や、人
文・社会科学も含んだ総合知を創出・活用する枠組みを整備することが不可欠である。

● また、新しい価値観や社会の在り方を探究・提示することなどを目指す人文・社会科学について、総合的・計画的に振興するととも
に、自然科学の知と連携・協働を促進し、分野の垣根を超えた「総合知」の創出を進める。我が国のアカデミアの総体が、分野の壁
を乗り越えるとともに、社会の課題に向き合い、グローバルにも切磋琢磨しながら、より卓越した知を創出し続けていく。

● 【目標】人文・社会科学の厚みのある研究が進み、多様な知が創出されるとともに、国内外や地域の抱える複雑化する諸問題の
解決に向けて、自然科学の知と融合した「総合知」を創出・活用することが定着する。

⑦ 人⽂・社会科学の振興と総合知の創出
● 〇「総合知」の創出・活用を促進するため、公募型の戦略研究の事業においては、2021 年度から、人文・社会科学を含めた「総

合知」の活用を主眼とした目標設定を積極的に検討し、研究を推進する。また、「総合知」の創出の積極的な推進に向けて、世
界最先端の国際的研究拠点において、⾼次の分野融合による「総合知」の創出も構想の対象に含むこととする。 【科技、文】

第2章 Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策（抜粋）（続）
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（参考）第6期科学技術イノベション基本計画における 「総合知」 の記述（６）

⑦ 人⽂・社会科学の振興と総合知の創出（続）
● 〇関係省庁の政策課題を踏まえ、人文・社会科学分野の研究者と行政官が政策研究・分析を協働して行う取組を2021 年度

から更に強化する。また、未来社会を見据え、人文・社会科学系の研究者が、社会の様々なステークホルダーとともに、総合知
により取り組むべき課題を共創する取組を支援する。こうした取組を通じて、社会の諸問題解決に挑戦する人的ネットワークを強
化する。 【文】

● 〇人文・社会科学の知と自然科学の知の融合による人間や社会の総合的理解と課題解決に貢献する「総合知」に関して、基本
的な考え方や、戦略的に推進する方策について2021 年度中に取りまとめる。あわせて、人文・社会科学や総合知に関連する
指標について2022 年度までに検討を行い、2023 年度以降モニタリングを実施する。 【科技、文】

● 〇上述の「総合知」に関する方策も踏まえ、社会のニーズに沿ったキャリアパスの開拓を進めつつ、大学院教育改革を通じた人文・
社会科学系の人材育成の促進策を検討し、2022 年度までに、その方向性を定める。【科技、文】

（３）大学改革の促進と戦略的経営に向けた機能拡張
● 中でも、国立大学は、最先端の研究や融合分野の研究の推進、イノベーションの源泉の創出、自然科学と人文・社会科学が融

合した総合知の確立、地域に求められる知の創造や人材育成、雇用創出など、様々な観点で極めて重要な役割を担っている。

３．総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の強化
（１）「総合知」を活用する機能の強化と未来に向けた政策の立案・情報発信
● 社会課題を解決するためには、従来の延長線上の取組のみならず、新たな価値観を示し、制度的なアプローチをとることが求めら

れる。新たな技術を社会で活用するにあたり生じる制度面や倫理面、社会における受容などの課題に対応するため、人文・社会科
学も含めた「総合知」を活用できる仕組みを構築する。その際、2030年、更にその先の目指すべき社会像を描き、その社会像から
のバックキャスト的アプローチで政策の体系化を図るとともに、現状をしっかりと把握・分析し、未来に向けた新たな政策をフォーキャス
ト的なアプローチで立案し、これらを総合してフォーサイトを行う。

第2章 Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション政策（抜粋）（続）
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３．これまでの取組の評価・課題と重点的に取り組むべき事項
今後、司令塔機能を強化するとともに、関係府省が一丸となり、『「総合知による社会変革」と「知・人への投資」の好循環』という基本
計画で示した科学技術・イノベーション政策の方向性に沿い、Society 5.0実現に向けた取組を加速化させていかなければならない。

（１）国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会への変革
③レジリエントで安全・安心な社会の構築
（自然災害への対応）
また、収集したフィジカル空間の災害・被害のデータを使い、サイバー空間でその推移を予測し、（中略）引き続き推進する。さらに、
統合した情報と災害対応の知見等を分析したものを組み合わせ、総合知として活用することにより、災害対応支援に資するような研
究開発課題（災害対応DX）を検討する。

⑥様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用
（総合知の活用）
様々な社会課題を解決するため、多様で卓越した研究成果を社会実装し、イノベーションに結びつけるには、自然科学のみならず人
文・社会科学の知見も含めた「総合知」の活用が求められている。（中略）また、大学等においては、アカデミアの境界を超えた幅広
いステークホルダーとの連携を促進しようとする動きや文理融合による社会課題の解決を模索する動きが活発化しており、それらを実際
の社会実装にいかにして役立てていくかが問われている。そのため、2021年度中に、総合知に関する基本的な考え方やその創出・活
用を戦略的に推進する方策を取りまとめるとともに、社会実装への貢献度合いなどの関連指標についても併せて検討していく。
（次期SIPに向けた準備とムーンショット型研究開発制度の推進）
次期SIPについて、中期的に取り組むべき社会課題を見極め、その解決に向けて総合知を活用しながら府省横断的に取り組む技術
開発テーマの調査・検討を進め、2021年末までに候補を選定する。
ムーンショット型研究開発制度においては、（中略）柔軟な変更等を通じて研究開発プロジェクトを抜本的に強化する。総合知を生
かして研究開発を一層効果的に推進するための分野横断的な支援（ELSI対応／数理科学等）の充実や、欧米等との国際連携
の強化を図る。

第１章 総論

（参考）統合イノベーション戦略2021（令和3年6月18日閣議決定）「総合知」の記述 (1)
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（６）総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の強化
①「総合知」を活用する機能の強化と未来に向けた政策の立案・情報発信
人文・社会科学の知と自然科学の知の融合による人間や社会の総合的理解と課題解決に貢献する「総合知」に関して、基本的な考
え方やその創出・活用を戦略的に推進する方策を2021年度中に取りまとめる。

第１章 総論（続）

１．国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会への変革
(1)サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出
④デジタル社会に対応した次世代インフラやデータ・ＡＩ利活用技術の整備・研究開発
（今後の取り組み方針）
－説明可能なAI等の研究開発や人文社会系の研究者を加えた「総合知」としての倫理的な検討等について、AI関連中核センター
群の連携方策を検討し、2021年度中に具体的な取組を開始。【科技・総・文・経】

(2)地球規模課題の克服に向けた社会変革と⾮連続なイノベーションの推進
④国民の行動変容の喚起
（今後の取り組み方針）
・総合知の活用やBI-Techの実践を通じた製品・サービス・ライフスタイルのマーケット拡大を2022年度末までに目指すとともに、成果を

順次とりまとめ、日本版ナッジ・ユニット連絡会議等において報告・公表。また、諸外国のナッジ・ユニット等とも情報共有や連携を図り、
国際協調の下、行動に起因する社会課題の解決に向けた我が国国⺠の意識変革や行動変容を推進。【環】
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(3)レジリエントで安全・安心な社会の構築
①頻発化、激甚化する自然災害への対応
（今後の取り組み方針）
・産官学⺠の共創により、DX化で統合した情報と災害対応の知見や経験を社会科学的手法で分析したものを組み合わせ、総合知

として活用することにより災害対応支援に資するような研究開発課題を検討。【文】

(6)様々な社会課題を解決するための研究開発・社会実装の推進と総合知の活用
【あるべき姿とその実現に向けた方向性】
人文・社会科学と自然科学の融合による「総合知」を活用しつつ、我が国と価値観を共有する国・地域・国際機関等（ＥＵ、Ｇ７、
ＯＥＣＤ等）と連携して、気候変動などの地球規模で進行する社会課題や、少⼦⾼齢化や経済・社会の変化に対応する社会保
障制度等の国内における課題の解決に向けて、研究開発と成果の社会実装に取り組む。これにより、経済・社会の構造転換が成し
遂げられ、未来の産業創造や経済成長と社会課題の解決が両立する社会を目指す。
【科学技術・イノベーション政策において目指す主要な数値目標】（主要指標）

社会課題の解決の推進：次期ＳＩＰの全ての課題で人文・社会科学系の知見を有する研究者や研究機関の参画を促進する仕
組みと「総合知」を有効に活用するための実施体制を組み込み、成果の社会実装を進める
【現状データ】（参考指標）
・総合知を活用した研究開発課題数の割合（2021年度実績からの計測に努める）

第２章 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策(続)
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①総合知を活用した未来社会像とエビデンスに基づく国家戦略の策定・推進
（今後の取り組み方針）
・社会変革に寄与する「総合知」に関する基本的考え方、戦略的な推進方策について検討を推進。【科技】
・指標に関する試行的な検討を行うと十に、関連データを収集。【科技】
・第６期基本計画を参照しつつ新たに質問項目の設計等を行うNISTEP定点調査において、「総合知」に関する質問を加え、その

状況について継続的に調査を実施。【科技、文】
・次期SIPにおいて、日本の経済・産業競争力にとって重要で、かつ複数の府省に関係する課題について、産学官による効果的な連

携体制を構築し、「総合知」を活用しながら社会実装の実現に向けて制度改革を包含した総合的な研究開発を推進。【科技】
②社会課題解決のためのミッションオリエンテッド型の研究開発の推進
（今後の取り組み方針）
・次期SIPにおいて、日本の経済・産業競争力にとって重要で、かつ複数の府省に関係する課題について、産学官による効果的な連

携体制を構築し、「総合知」を活用しながら社会実装の実現に向けて制度改革を包含した総合的な研究開発を推進。【科技】
・公募したプログラムを着実に実施するとともに、「総合知」の更なる活用など、関連のファンディングの改善方策について検討【文】
③社会課題解決のための先進的な科学技術の社会実装
（今後の取り組み方針）
・産学官による大規模な連携体制を構築し、「総合知」を活用しながら社会実装の実現に向けて制度改革を包含した総合的な研

究開発を推進。【科技】
・次期ＳＩＰにおいては、社会課題解決の実行可能性を向上していくために、人文・社会科学系の知見を有する研究者や研究機

関の参画を促進する仕組みと「総合知」を有効に活用するための実施体制を全ての課題に組み込むことを要件とし、その活動を評
価。【科技】

・ＳＩＰ第２期において、2021年度以降、人文・社会科学分野の研究を強化。【科技】
・次期ＳＩＰの課題候補について、第6期基本計画や統合戦略、統合イノベーション戦略推進会議が策定する各種分野別戦略等

に基づき、ＣＳＴＩが中期的に取り組むべき社会課題の見極めを行い、その社会課題の中で府省横断的に取り組むべき技術開
発テーマについて「総合知」を活用しながら、2021年末までに調査・検討。【科技】

第２章 Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策（続）
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